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3.1.1 概要 
この章では、食品衛生申請等システムの中で、「食品リコール機能」の操作手順について説明します。 
 
●食品リコール機能とは 
「食品リコール機能」では、回収事案の登録から回収事案の公開までの業務が対象範囲です。対象範囲内の、回収
事案の登録、回収事案の確認・報告、回収事案の公開、回収事案の修正登録、回収事案の取下げ、回収事案の
検索、集計データ出力の各業務における利用シーンは、業務の流れのとおりです。 

 
●業務の流れ 

「食品リコール機能」における、業務の流れは次のとおりです。 
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3.1.2 利用者種別と役割 
 「食品リコール機能」の利用者は次のとおりです。それぞれの利用者の役割について示します。 
 

利用者種別 役割 

厚生労働省 全ての回収事案の確認、公開を行います。 

消費者庁 全ての回収事案の確認、及び食品表示法関連の公開を行います。 

都道府県等本庁 管轄する回収事案の確認と厚生労働省への報告を行います。 

保健所 管轄する回収事案の確認を行います。 

食品等事業者 新規回収事案の登録、並びに回収状況の登録を行います。 

消費者等 回収事案の検索、照会を行います。 
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3.2.1 回収事案の新規登録 
リコール対象となる回収事案について、食品等事業者が新規登録するための機能です。登録完了後、管

理番号を付与し、登録を行った旨を、管轄する都道府県等本庁・保健所・消費者庁にメールで通知しま

す。 
 

(1) 回収事案の新規登録画面を起動します 

トップメニューの「リコール情報の届出」ボタンを押下します。 
 
＜トップメニュー＞ 

 
  



 

4 

初期画面が表示されます。 
＜回収事案新規登録(全体)＞ 
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(2) 回収事案の各項目を入力します 

各項目を入力します。 
フリー形式の入力項目は、予め例としてガイドが表示されていますので、ガイドの形式を参考に入力し

て下さい。 
 
＜回収事案新規登録＞ 

 
【届出者】 

ログインした食品等事業者の情報が自動で表示されます。 

 

【回収担当部門情報】 
「回収等の委託有無」で有を選択すると、「委託等を受けた者情報」の入力フィールドが表示されます。無の場合は表
示しません。 

 
【委託等を受けた者情報】 

「回収等の委託有無」で有を選択すると、表示される入力フィールドです。 
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＜回収事案新規登録(続き)＞ 

 
商品及び表示ファイルは下記形式のファイルとなります。 
・画像系ファイル(png,jpg,gif,jpeg,bmp)、Office 系ファイル(xls,xlsx,doc,docx,ppt,pptx)、PDF 系

ファイル(pdf) 
・各ファイルのアップロードのサイズは最大 7MB となります。 
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＜回収事案新規登録(続き)＞ 

「回収の理由」で食品衛生法関連が選択された場合、「食品衛生法第２０条に該当」と「都道府県への報

告対象」の選択項目が表示され、食品表示法関連が選択された場合、「消費者庁長官への報告」の選択項

目が表示されます。 

  



 

8 

＜回収事案新規登録(続き)＞ 

 
 「コメント(非公開)」には、管轄の都道府県等本庁、保健所、消費者庁に対する連絡事項があれば入力し

て下さい。この項目は公開時には表示されません。 
全て入力が完了したら、「確認」ボタンを押下して下さい。確認画面に遷移します。 
トップメニューに戻る場合は、「戻る」ボタンを押下します。 
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(3) 入力内容を確認した後、登録をします 

 「確認」ボタンを押下すると、確認画面が表示されるので、入力内容に問題がないか確認します。 
 
＜回収事案新規登録 ＞＞ 確認＞ 

 
問題がなければ、「登録」ボタンを押下して、回収事案の新規登録を行います。 
確認ダイアログが表示されたら、「OK」を押下して下さい。 
管轄する都道府県等本庁・保健所・消費者庁に対して、回収事案登録の旨をメールで通知します。 
内容に問題がある場合は、「戻る」ボタンを押下して、入力用の画面に戻り、再入力します。 
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登録が完了すると、完了メッセージが表示されます。 
 
＜回収事案新規登録 ＞＞ 完了＞ 

「戻る」ボタンを押下するとトップメニューに戻ります。 
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3.2.2 回収事案の修正登録 
リコール対象となる回収事案について、再登録を行う場合に使用する機能です。再登録は以下のような

場合に行います。 
 内容に不備が有り、差戻しされたため、修正後の再登録が必要になった場合 
 健康被害について状況変更が有った場合 
 回収状況について報告する場合、回収が完了した場合 

 

(1) 回収事案の検索画面を起動します 

トップメニューの「リコール情報の検索」ボタンを押下します。 
＜トップメニュー＞ 
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(2) 修正対象の回収事案を選択します 

検索画面が表示されます。食品等事業者にて登録した、全回収事案が表示されます。 
 
＜回収事案検索＞ 

 

修正対象の回収事案の先頭にある、「修正」ボタンを押下します。 
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(3) 修正内容を入力します 

選択した回収事案の修正画面が表示されます。 
 
＜回収事案変更(全体)＞ 
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修正が必要な項目について、追記・訂正を行います。 
回収が完了した場合は、回収状況に記入すると共に、必ず「最終報告」欄にチェックを入れて下さい。

チェックを入れると、「回収が終了した年月日」が表示されるので入力して下さい。 
 

＜回収事案変更＞ 
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＜回収事案変更(続き)＞ 

 

商品及び表示ファイルは下記形式のファイルとなります。 

・画像系ファイル(png,jpg,gif,jpeg,bmp)、Office 系ファイル(xls,xlsx,doc,docx,ppt,pptx)、PDF 系ファイル
(pdf) 

・各ファイルのアップロードのサイズは最大 7MB となります。 
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＜回収事案変更(続き)＞ 
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＜回収事案変更(続き)＞ 

 

全ての入力が完了したら、「確認」ボタンを押下して下さい。確認画面に遷移します。 

トップメニューに戻る場合は、「戻る」ボタンを押下します。 
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(4) 入力内容を確認した後、登録をします 

 「確認」ボタンを押下すると、確認画面が表示されるので、入力内容に問題がないか確認します。 
 
＜回収事案変更 ＞＞ 確認＞ 

 
問題がなければ、「登録」ボタンを押下して、回収事案の修正登録を行います。 
確認ダイアログが表示されたら、「OK」を押下して下さい。 
管轄する都道府県等本庁・保健所・消費者庁に対して、回収事案修正の旨をメールで通知します。 
内容に問題がある場合は、「戻る」ボタンを押下して、入力用の画面に戻り、再入力します。 
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登録が完了すると、完了メッセージが表示されます。 
 
＜回収事案変更 ＞＞ 完了＞ 

 
 「戻る」ボタンを押下すると回収事案検索画面に戻ります。 
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3.2.3 回収事案の取下げ 
リコール対象となる登録済みの回収事案を、取下げる場合に使用する機能です。 
すでに公開済みの回収事案の場合は取下げ後、取下げた旨を、管轄する都道府県等本庁・保健所、及び

厚生労働省・消費者庁にメールで通知します。 
 

(1) 回収事案の検索画面を起動します 

トップメニューの「リコール情報の検索」ボタンを押下します。 
 
＜トップメニュー＞ 
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(2) 取下げ対象の回収事案を選択します 

検索画面が表示されます。食品等事業者にて登録した、全回収事案が表示されます。 
 
＜回収事案検索＞ 

 

取下げ対象の回収事案の先頭にある、「修正」ボタンを押下します。  
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(3) 内容を確認した後、取下げします 

選択した回収事案の修正画面が表示されます。 
 
＜回収事案変更＞ 

 
取下げ対象の回収事案の内容か確認し、問題が無ければ「取下げ」ボタンを押下します。 
確認ダイアログが表示されたら、「OK」を押下して下さい。 
すでに公開済みの回収事案の場合は、管轄する都道府県等本庁・保健所・消費者庁に対して、回収事案

取下げの旨をメールで通知します。 
内容に問題がある場合は、「戻る」ボタンを押下して、回収事案検索画面に戻り、再選択します。 
なお、取下げ済の回収事案を選択した場合は、「取下げ」ボタンは表示されません。 
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取下げが完了すると、回収事案検索画面に戻り、完了メッセージが表示されます。 
 
＜回収事案検索＞ 
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リコール対象となる回収事案について、保健所が確認するための機能です。確認対象には、新規回収事

案、修正登録した回収事案、及び公開済の取下げ事案を含みます。 
 

(1) 回収事案の検索画面を起動します 

トップメニューの「リコール情報の報告・公表」ボタンを押下します。 
 
＜トップメニュー＞ 
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(2) 確認対象の回収事案を選択します 

検索画面が表示されます。確認待ちの、各権限における管轄内の全回収事案が表示されます。 
 
＜回収事案検索＞ 

 
 「自主回収届」ボタンを押下すると、自主回収届が Excel ファイルで出力されます。 
※自主回収届の宛先は、管轄自治体または保健所の基本情報として登録されている、代表者の肩書が表

示されます。帳票イメージは 3.9 自主回収届の出力を参照。 
確認対象の回収事案の先頭にある、「詳細」ボタンを押下します。  
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(3) 必要があれば、修正内容を入力します 

選択した回収事案の修正画面が表示されます。 
 
＜回収事案確認(全体)＞ 
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登録内容について修正は可能です。必要に応じて修正入力して下さい。 
 「健康への危険性の程度」とその 「詳細」は、保健所または都道府県等本庁、消費者庁で入力する項目で

す。 
＜回収事案確認＞ 
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＜回収事案確認(続き)＞ 

 

商品及び表示ファイルは下記形式のファイルとなります。 

・画像系ファイル(png,jpg,gif,jpeg,bmp)、Office 系ファイル(xls,xlsx,doc,docx,ppt,pptx)、PDF 系ファイル
(pdf) 

・各ファイルのアップロードのサイズは最大 7MB となります。 
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＜回収事案確認(続き)＞ 
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＜回収事案確認(続き)＞ 

 

内容を確認し、問題が無ければ、「戻る」ボタンを押下して、回収事案検索画面に戻ります。 

修正入力した場合は、「確認」ボタンを押下して下さい。確認画面に遷移します。  



 

31 

(4) 修正した場合、入力内容を確認後、登録をします 

 「確認」ボタンを押下すると、確認画面が表示されるので、入力内容に問題がないか確認します。 
 
＜回収事案確認 ＞＞ 確認＞ 

 
問題がなければ、「登録」ボタンを押下して、回収事案の修正登録を行います。 
確認ダイアログが表示されたら、「OK」を押下して下さい。 
内容に問題がある場合は、「戻る」ボタンを押下して、入力用の画面に戻り、再入力します。 
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登録が完了すると、完了メッセージが表示されます。 
 
＜回収事案確認 ＞＞ 完了＞ 

 
 「戻る」ボタンを押下すると回収事案検索画面に戻ります。 
 

  



 

33 

(5) 回収事案の差戻しをします 

選択した回収事案の修正画面が表示されます。 
(3)と同じ画面ですが、差戻しをする場合について説明します。 
 
＜回収事案確認＞ 

 
登録内容に不備があれば、コメント(非公開)に差戻し理由を記入し、「差戻し」ボタンを押下します。 
確認ダイアログが表示されたら、「OK」を押下して下さい。 
食品等事業者に対して、回収事案差戻しの旨をメールで通知します。  
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差戻しが完了すると、回収事案検索画面に戻り、完了メッセージが表示されます。 
 
＜回収事案検索＞ 
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3.4.1 回収事案の確認・報告 
リコール対象となる回収事案について、都道府県等本庁及び消費者庁が確認するための機能です。確認

対象には、新規回収事案、修正登録した回収事案、及び公開済の取下げ事案を含みます。 
確認後は厚生労働省または消費者庁への報告を行います。 
 

(1) 回収事案の検索画面を起動します 

トップメニューの「リコール情報の報告・公表」ボタンを押下します。 
画面は都道府県等本庁のものですが、操作方法は消費者庁も同一です。 
 
＜トップメニュー＞ 
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 (2) 確認対象の回収事案を選択します 

検索画面が表示されます。確認待ちの、各権限における管轄内の全回収事案が表示されます。 
 
＜回収事案検索＞ 

 
 「自主回収届」ボタンを押下すると、自主回収届が Excel ファイルで出力されます。 
※自主回収届の宛先は、管轄自治体または保健所の基本情報として登録されている、代表者の肩書が表

示されます。帳票イメージは 3.9 自主回収届の出力を参照。 
確認対象の回収事案の先頭にある、「詳細」ボタンを押下します。 
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(3) 報告に必要な項目を入力します 

選択した回収事案の修正画面が表示されます。 
 
＜回収事案確認(全体)＞ 
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登録内容について修正は可能です。必要に応じて修正入力して下さい。 
 「健康への危険性の程度」とその「詳細」は、報告に必要なため、必ず入力が必要です。 
 
＜回収事案確認＞ 
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＜回収事案確認(続き)＞ 

 

商品及び表示ファイルは下記形式のファイルとなります。 

・画像系ファイル(png,jpg,gif,jpeg,bmp)、Office 系ファイル(xls,xlsx,doc,docx,ppt,pptx)、PDF 系ファイル
(pdf) 

・各ファイルのアップロードのサイズは最大 7MB となります。 
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＜回収事案確認(続き)＞ 
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＜回収事案確認(続き)＞ 

 
都道府県等本庁及び配下の保健所に情報共有する場合、「共有先選択」を押下します。 
※共有先選択の操作方法については「3.4.2 共有先の登録」を参照してください。 
修正入力が完了した場合は、「確認」ボタンを押下して下さい。確認画面に遷移します。 
回収事案検索画面へ戻る場合は、「戻る」ボタンを押下します。  
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 (4) 内容を確認した後、報告をします 

 「確認」ボタンを押下すると、確認画面が表示されるので、入力内容に問題がないか確認します。 
 
＜回収事案確認 ＞＞ 確認＞ 

 
問題がなければ、「報告」ボタンを押下して、厚生労働省または消費者庁への報告をします。 
確認ダイアログが表示されたら、「OK」を押下して下さい。 
厚生労働省または消費者庁に対して、回収事案についてメールで通知します。 
内容に問題がある場合は、「戻る」ボタンを押下して、入力用の画面に戻り、再入力します。 
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登録が完了すると、完了メッセージが表示されます。 
 
＜回収事案確認 ＞＞ 完了＞ 

 
 「戻る」ボタンを押下すると回収事案検索画面に戻ります。 
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 (5) 回収事案の差戻しをします 

選択した回収事案の修正画面が表示されます。 
(3)と同じ画面ですが、差戻しをする場合について説明します。 
 
＜回収事案確認＞ 

 
登録内容に不備があれば、コメント(非公開)に差戻し理由を記入し、「差戻し」ボタンを押下します。 
確認ダイアログが表示されたら、「OK」を押下して下さい。 
食品等事業者に対して、回収事案差戻しの旨をメールで通知します。 
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差戻しが完了すると、回収事案検索画面に戻り、完了メッセージが表示されます。 
 
＜回収事案検索＞ 
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3.4.2 共有先の登録 
管轄の都道府県等本庁は、配下の保健所及び管轄以外の都道府県等本庁を指定することにより、公開前

の回収事案を参照できるようにする機能です。 
情報共有先の都道府県等本庁は、配下の保健所を情報共有先に指定できます。 
 

3.4.2.1 管轄の都道府県等本庁による共有先登録 
 

(1) 回収事案の共有先登録画面を起動します 

回収事案確認画面の 「共有先選択」ボタンを押下することで、子画面で回収事案共有先登録画面が開き

ます。 
＜回収事案共有先登録＞ 
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(2) 回収事案の共有先を登録します 

管轄の都道府県等本庁及び保健所は、選択済みで表示されます。 
 
＜回収事案共有先登録＞ 

 

共有先を選択し、「登録」ボタンを押下します。 
※「一括」ボタンを押下すると、全選択／全解除が行えます。 
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登録が完了すると、完了メッセージが表示されます。 
 
＜回収事案共有先登録＞ 

 

「閉じる」ボタンを押下すると回収事案共有先登録画面が閉じます。 
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3.4.2.2 管轄以外の都道府県等本庁による共有先登録 
 

(1) 回収事案の共有先登録画面を起動します 

情報共有先として登録された管轄以外の都道府県等本庁にて、配下の保健所を共有先に指定できます。 
回収事案参照画面の「共有先選択」を押下することで、子画面で回収事案共有先登録画面が開きます。 
 
＜回収事案共有先登録＞ 

 

 (2) 回収事案の共有先を登録します 

 
＜回収事案共有先登録＞ 

 

共有先を選択し、「登録」ボタンを押下します。 
※「一括」ボタンを押下すると、全選択／全解除が行えます。  
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登録が完了すると、完了メッセージが表示されます。 
 
＜回収事案共有先登録＞ 

 

「閉じる」ボタンを押下すると回収事案共有先登録画面が閉じます。 
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リコール対象となる回収事案について、厚生労働省及び消費者庁が公開するための機能です。公開対象

には、新規回収事案、修正登録した回収事案、及び公開済の取下げ事案を含みます。 
 

(1) 回収事案の検索画面を起動します 

トップメニューの「リコール情報の報告・公表」ボタンを押下します。 
画面は厚生労働省のものですが、操作方法は消費者庁も同一です。 
 
＜トップメニュー＞ 
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 (2) 確認対象の回収事案を選択します 

検索画面が表示されます。公開待ちの、各権限における管轄内の全回収事案が表示されます。 
 
＜回収事案検索＞ 

 
 「自主回収届」ボタンを押下すると、自主回収届が Excel ファイルで出力されます。 
※自主回収届の宛先は、管轄自治体または保健所の基本情報として登録されている、代表者の肩書が表

示されます。帳票イメージは 3.9 自主回収届の出力を参照。 
公開対象の回収事案の先頭にある、「詳細」ボタンを押下します。 
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(3) 必要があれば、修正内容を入力します 

選択した回収事案の修正画面が表示されます。 
 
＜回収事案公表(全体)＞ 
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登録内容について修正は可能です。必要に応じて修正入力して下さい。 
 
＜回収事案公表＞ 
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＜回収事案公表＞ 

 

商品及び表示ファイルは下記形式のファイルとなります。 

・画像系ファイル(png,jpg,gif,jpeg,bmp)、Office 系ファイル(xls,xlsx,doc,docx,ppt,pptx)、PDF 系ファイル
(pdf) 

・各ファイルのアップロードのサイズは最大 7MB となります。 

  



 

56 

＜回収事案公表＞ 
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＜回収事案公表＞ 

 
確認・修正が完了したら、「確認」ボタンを押下して下さい。確認画面に遷移します。 
回収事案検索画面へ戻る場合は、「戻る」ボタンを押下します。 
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 (4) 内容を確認した後、情報公開をします 

 「確認」ボタンを押下すると、確認画面が表示されるので、公開して問題ないか最終確認します。 
 
＜回収事案公表→確認＞ 

 
問題がなければ、「情報公開」ボタンを押下して、一般公開します。 
確認ダイアログが表示されたら、「OK」を押下して下さい。 
食品等事業者、及び管轄する都道府県等本庁 ・保健所、厚生労働省・消費者庁に対して、公開した旨を

メールで通知します。 
内容に問題がある場合は、「戻る」ボタンを押下して、入力用の画面に戻り、再入力します。 
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公開が完了すると、完了メッセージが表示されます。 
公開操作が完了した回収事案は、インターネット側の公開サイトで公開されます。 
 
＜回収事案公表 ＞＞ 完了＞ 

 
 「戻る」ボタンを押下すると回収事案検索画面に戻ります。 
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 (5) 回収事案の差戻しをします 

選択した回収事案の修正画面が表示されます。 
(3)と同じ画面ですが、差戻しをする場合について説明します。 
 
＜回収事案公表＞ 

 
登録内容に不備があれば、コメント(非公開)に差戻し理由を記入し、「差戻し」ボタンを押下します。 
確認ダイアログが表示されたら、「OK」を押下して下さい。 
食品等事業者に対して、回収事案差戻しの旨をメールで通知します。 
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差戻しが完了すると、回収事案検索画面に戻り、完了メッセージが表示されます。 
 
＜回収事案検索＞ 
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消費者等が公開された回収事案を照会するための機能です。 
 

(1) 回収事案の検索画面を起動します 

トップメニューの「公開回収事案検索」ボタンを押下します。 
 
＜トップメニュー＞ 
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 (2) 検索条件を入力して検索します 

検索画面が表示されます。 
検索条件を入力して、「検索」ボタンを押下します。 
 「クリア」ボタンを押下すると、検索条件が全てクリアされます。 
 
＜公開回収事案検索＞ 
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検索が完了すると、検索結果が表示されます。 
トップメニューに戻る場合は、「戻る」ボタンを押下します。 
 
＜公開回収事案検索＞ 
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(3) 回収事案の詳細内容を確認します 

検索結果の中から、詳細確認したい回収事案を選び、先頭にある「詳細」ボタンを押下します。 
 
＜公開回収事案検索＞ 
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選択した回収事案の詳細画面が表示されます。 
 
＜公開回収事案詳細＞ 

 
確認が完了したら、「戻る」ボタンを押下して検索画面に戻ります。 
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モバイル端末から、消費者等が公開された回収事案を照会するための機能です。 
 

(1) 回収事案の検索画面を起動します 

トップメニューの「リコール情報検索」ボタンを押下します。 
 
＜トップメニュー＞ 
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 (2) 検索条件を入力して検索します 

検索条件入力画面が表示されます。 
検索条件を入力して、「検索」ボタンを押下します。 
 「クリア」ボタンを押下すると、検索条件が全てクリアされます。 
トップメニューに戻る場合は、「戻る」ボタンを押下します。 
 
＜検索条件入力画面＞ 
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＜検索条件入力画面(続き)＞ 
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検索が完了すると、画面が切替わり、検索結果が表示されます。 
5 件毎に回収事案の要約情報が表示されますので、上下にスクロールして確認します。 
5 件以上確認する場合は、左右の移動ボタンを押下して確認します。 
検索条件入力画面に戻る場合は、「戻る」ボタンを押下します。 
 
＜検索結果表示画面＞ 
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(3) 回収事案の詳細内容を確認します 

左右の移動ボタンを押下して、詳細確認したい回収事案を上下スクロールして選び、右端中央にある

マークを押下します。 
 
＜検索結果表示画面＞ 
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選択した回収事案の詳細情報画面が表示されます。 
検索結果表示画面に戻る場合は、「戻る」ボタンを押下します。 
 
＜詳細情報画面＞ 
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＜詳細情報画面（続き）＞ 
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＜詳細情報画面（続き）＞ 
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厚生労働省、消費者庁、都道府県等本庁、及び保健所が、回収事案の情報をデータ出力するための機能

です。 
 

(1) 回収事案の情報出力画面を起動します 

トップメニューの「リコール情報の出力」ボタンを押下します。 
貼付画面は厚生労働省のものですが、操作方法は消費者庁、都道府県等本庁、保健所も同一です。 
 
＜トップメニュー＞ 
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 (2) 出力条件を入力して、EXCEL ファイルを出力します 

回収事案集計画面が表示されます。 
EXCEL ファイルを出力する場合は、出力条件を入力して、「Excel 出力」ボタンを押下します。 
 「クリア」ボタンを押下すると、出力条件が全てクリアされます。 
 
＜回収事案集計＞ 

 
 「Excel 出力」ボタン押下後、条件に合致する回収事案の情報が EXCEL ファイルで出力されます。 
トップメニューに戻る場合は、「戻る」ボタンを押下します。 
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 (3) 出力条件を入力して、CSV ファイルを出力します 

回収事案集計画面が表示されます。 
CSV ファイルを出力する場合は、出力条件を入力して、「CSV 出力」ボタンを押下します。 
 「クリア」ボタンを押下すると、出力条件が全てクリアされます。 
 
＜回収事案集計＞ 

 
 「CSV 出力」ボタン押下後、条件に合致する回収事案の情報が CSV ファイルで出力されます。 
トップメニューに戻る場合は、「戻る」ボタンを押下します。 
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回収事案の管轄の保健所長または知事宛（組織の代表者の肩書）の自主回収届を出力する機能です。 
消費者庁長官宛も対象となる場合は、保健所長または知事宛とは別シートで出力されます。 
 

 (1) 帳票イメージ 

 

  

別添１

整理番号：

殿
※届出者による記載は不要です。

※ 食品表示法に関する自主回収の場合は、食品関連事業者の主たる事務所を所管する都道府県知事等又は消費者庁長官宛て

※

食品衛生法第58条第１項□　食品表示法第10条の２□の規定に基づき、次のとおり食品等の自主回収を届出します。

郵便番号： 電話番号： FAX番号：

法人番号：

届出者住所 ※法人にあっては、主たる事務所の所在地

（ふりがな）

届出者氏名 ※法人にあっては、その名称及び代表者の氏名 ※食品表示法に関する自主回収の場合は表示に責任を有する者

郵便番号： 電話番号： FAX番号：

法人番号：

回収担当部門所在地　

（ふりがな）

回収担当部門・担当者氏名 ※食品表示法に関する自主回収の場合は表示に責任を有する者

郵便番号： 電話番号： FAX番号：

法人番号：

委託事業者住所 ※法人にあっては、主たる事務所の所在地

（ふりがな）

委託事業者氏名 ※法人にあっては、その名称及び代表者の氏名

郵便番号： 電話番号： FAX番号：

法人番号：

製造所又は加工所の所在地

（ふりがな）

製造所又は加工所の名称（屋号、商号は追記してください）※法人にあっては、その名称

食品等の一般名称： 商品名：

食品等の特定情報（形態、内容量、消費期限、賞味期限、ＪＡＮコード、製造番号、ロット番号、表示事項、出荷者、農場等）

回収の理由 内容 ■ ■ □

■ 食品衛生法に違反

□ 食品衛生法に違反するおそれ

□ その他（食品衛生法）

■ 食品表示法に違反

□ 食品表示法に違反するおそれ

□ その他（食品表示法）

(注）一次産品の場合は、出荷者等の営業所等の情報　（注）輸入品の場合は、輸入業者の営業所等の情報

回
収
す
る
食
品
等
の
情
報
等

乾燥スープ カップスープ

【対象商品】
　商品名：完熟トマトスープ
　内容量：170g
　形態　：カップ
　
【JANコード】
JANコード：1234567891234
　

２０条に該当 消費者庁長官報告対象 都道府県への報告対象

完熟でないトマトが混入

製

造

所

又

は

加

工

所

情

報

(

注

)
1600005 987-654-0003 987-654-0033

電子メールアドレス： 1234560004004

東京都新宿区愛住町３－３製造ビル１００１

セイゾウジョ

製造所

回
収
委
託
先
情
報

1600003 987-654-0002 987-654-0022

電子メールアドレス： 1234560003003

東京都新宿区四谷本塩町２－２

イタクジョウホウ

委託情報

回
収
担
当
部
門

1600021 987-654-0001 987-654-0011

電子メールアドレス： 1234560002002

東京都新宿区歌舞伎町１－１

カイシュウタントウ

回収担当

届
出
者
情
報

2100011 123-456-0002 123-456-0022

電子メールアドレス： kaisyu99@tjsys.co.jp 1234560001001

神奈川県川崎市川崎区富士見２－２

カイシュウハナコ

回収花子

2021年2月16日

RCL202100009

東京都新宿区保健所長

自　主　回　収　届（着手）
変更、終了を届け出る場合は、変更箇所のみ記載してください。なお、色付け箇所は変更等がない場合も記載してください。色付け箇所を変更する場合は、

変更箇所がわかるように丸印をつけてください。
赤枠内については営業者（届出者）が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合は記載してください。
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回収着手時点における販売状況（販売地域、販売先、販売日、販売数量等）

回収状況（販売数量に対する回収数量、回収終了等）※届出時点

健康被害の発生状況（生命又は身体に対する危害の発生の有無） □ なし

健康への危険の程度 内容 ※都道府県等において記載

備考

（ふりがな） 電話番号

担当者氏名
担
当
者

カイシュウタロウ

回収太郎 123-456-0001

　販売地域：首都圏内
　販売先　：トマトマートで消費者向けに小売り
　販売日　：2020年10月2日から10月12日まで
　販売数量：50個

回収に着手した年月日 2020年10月20日

回収の方法（回収方法、回収情報の周知方法、問合せ先、回収品の保管場所、回収後の対応、回収終了予定等）
【回収情報の周知方法】
　当社ホームページ（http://○○○○○○○.jp/）において周知
　販売店におけるPOPにより周知

【回収方法】
　料金着払いにて以下の住所まで郵送
　株式会社○○本舗　〒○○○-○○○○　○○県○市１－２－３
　問合せ先：フリーダイアル　0120-○○○-○○○○

【回収状況】
　回収数量：3個

完熟の違いであり、健康を害することはあろません。

※都道府県等において記載

CLASSⅡ

回
収
す
る
食
品
等
の
情
報
等

※多数ある場合は、別紙にリストを添付して下さい。

CLASSⅡ
・一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品　など

画像(商品の全体がわかる画像、表示(食品関連事業者、製造所・加工所、消費期限、賞味期限、JANコード、製造番号・ロット番号等)

トマトスープ

苦情３件


